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株主優待内容の変更（拡充）に関するお知らせ 

 

当社は、2026年５月 11日開催の取締役会において、下記のとおり株主優待制度の変更(拡充)について

決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１． 株主優待制度の変更の理由 

株主の皆様の日頃のご支援にお応えするとともに、より多くの株主の皆様に、中長期的に当社株

を保有していただくことを目的として、現在実施している株主優待制度の保有株式数の変更及び長

期保有特典を新設いたします。 

 

２． 株主優待制度の変更内容 

(1) 保有株式数の変更及び長期保有特典の新設 

【変更前】 

保有株式数 優待内容 

１００株以上１０００株未満 クオカード  ５００円分 

１０００株以上５０００株未満 クオカード １０００円分 

５０００株以上 クオカード ２０００円分 

 

【変更後】 

保有株式数 
継続保有年数 

３年未満 ３年以上 

１００株以上３００株未満 クオカード  ５００円分 同左 

３００株以上１０００株未満 クオカード １５００円分 クオカード ２０００円分 

１０００株以上 クオカード ２０００円分 クオカード ３０００円分 

  

(2) 長期保有の判定について 

長期保有特典における継続保有期間の算定とは、毎年９月末の基準日（初回は 2026年９月 30日）

において、同一株主番号にて過去３年間まで遡り、３月末日、９月末日（当該基準日を含む。）の

当社株主名簿に、各優待内容に応じた最小の保有株式数（300株、1000株）を下回ることなく７回

連続して記録されていることを指します。初回は 2023 年９月末以前より当社株式を 300 株以上継

続保有している株主様が長期保有特典の対象となります。 

 

 



※継続保有期間中に株式を追加取得したことにより、基準日における区分が変更された場合、例え

ば、300株を３年以上保有し、1000株に買い増したときは、「1000株以上・継続保有期間１年未満」

とし、2,000円分のクオカードを贈呈いたします。また、継続保有期間中に株式を一部売却したこ

とにより、基準日における区分が変更された場合、例えば、1000株を３年以上保有し、700株売却

し 300株となったときは、「300株以上・継続保有期間３年以上」となり、2,000円分のクオカード

を贈呈いたします。 

 

次の事項に該当する場合、株主番号が変更となる可能性がありますのでご注意ください。なお、

株主番号の変更の有無については、口座を開設されている証券会社にお問合せください。 

① 株式の名義人が変更となった場合 

・婚姻や転居により、株主名簿に記載の氏名・住所が変更となった場合 

・相続、贈与 

・証券会社の貸株サービスを利用した場合 など 

② 保有株式のすべてを売却し、買い戻した場合 

・お預けの証券会社を変更した場合 

・保有株式を一般口座から NISA口座に切り替えた場合 など 

 

３． 変更の実施開始時期 

2026 年９月 30 日現在の株主名簿に記載または記録された、条件を満たす株主様より適用を開始

いたします。 

 

 

 

以上 


